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秋
田
城
跡
第
七
二
次
調
査
出
土
漆
紙
文
書
に
つ
い
て

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
教
授

平

)11 

南

秩
田
城
跡
第
七
二
次
調
査
出
土
の
漆
紙
文
智
は
、
総
点
数
約
三
十
四
点
以
上
に

達
し
、
い
ま
だ
調
査
中
で
あ
り
、
未
整
理
の
も
の
も
棺
当
数
あ
る
。
今
回
は
、
現

段
階
で
ほ
ぼ
整
理
を
終
え
た
主
な
文
仰
に
つ
い
て
、
そ
の
釈
文

・
記
載
様
式
そ
し

て
内
容
な
ど
に
関
し
て
概
要
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
A
I
同
の
文
占
に
つ
い

て
は
、
数
点
が
複
雑
に
重
な
り
合
っ
た
状
態
で
出
土
し
て
お
り
、
そ
れ
を
展
開
し

て
い
っ
た
過
程
な
ど
、
出
土
状
態
や
文
古
の
形
状
等
の
報
告
は
省
略
し
た
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
第
七
二
次
調
査
の
漆
紙
文
科
に
つ
い
て
は
、
今
後
改
め
て
正
式
な

報
告
書
に
お
い
て
全
容
を
明
ら
か
に
す
る
予
定
で
あ
る
。

十
六
号
文
書

〔釈
文
〕
|
図
1
参
照

〔実
測
図
〕
|
図
2
参
照

(
ご

記
載
様
式

二
段
書
き
の
歴
名
記
載
の
帳
簿
で
あ
る
。
そ
の
記
載
様
式
は
、

戸
ご
と
に
戸
主

名
を
冒
頭
に
記
し
、
以
下
こ

「
人
名
+
年
齢

+
死
亡
年
月
日
」
と
死
亡
し

av

年
齢
区
分

た
戸
円
を
列
記
し
て
い
る
。
二
段
』
き
の
腔
名
帳
お
よ
び
人
名
の

F
の
ニ
行
割

3

は
、
正
倉
院
文
占
と
し
て
伝
わ
る
小
山
穴
に
点
進
さ
れ
た
公
文
傾
に
は
例
を
み
な
い
。

し
か
し
地
万
か
ら
出

t
す
る
漆
紙
文
占
に
は
頗
似
の
記
載
が
認
め
ら
れ
る
。

二
段
書
き
の
歴
名
記
載
が
見
ら
れ
る
の
は
、
秋
田
城
跡
第
三
六
次
発
掘
調
査

(
護
国
神
社
境
内
)
出
土
第

二
号
文
書

〈
出
挙
帳
様
文
書
〉

で
あ
る
(
註
1
)。

こ
の
文
書
の
年
代
は
八
世
紀
中
頃
か
と
考
え
ら
れ
る
。

漆
紙
文
書

2

川

U
柴
拾
人

n
1
1
1
U拾
参
束
伍
把

n
l
H
H
U麻
呂
武
東

丸
子
部
口
刀
自
費
伍
束

U
直
忍
麻
呂
戸
口

戸
主
奈
述
忠
が
円
ハ

一い
主
磁
部
小
能
戸

n

口
部
小
刀
肉
質
伍
東

戸
主
口
太
部
道
石
口
束

こ
の
文
書
は
、
国
府
に
備
え
ら
れ
た
出
挙
関
係
の
帳
簿
に
相
当
す
る
も
の
と
考
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え
ら
れ
る
。

ま
た
、
人
名
の
下
の

ニ
行
割
書
は
、
茨
城
県
鹿
の
子
C
遺
跡
の
第
九
五
号
文
京

に
類
似
の
記
載
が
あ
る
(
註
2
)
。
そ
れ
は
郡
家
段
階
で
作
成
し
た
計
帳
に
、
年

齢
区
分
と
身
体
的
特
徴
の
記
載
が
年
齢
の
下
に
小
字
で

二
行
割
書
さ
れ
て
い
る
。
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月
八
日
死

口

公

鹿

野

吋
刊
/

/

i
去
、
年
九
月
七
日
死

¥

2

4

〉

¥
I
B

年
五
十

二

¥宮崎

川

W中
、
長
谷
部
都
失
良
費

丁

Z女
去

1
十
士
一
五
月
一
一
一
日
々

高

志
公
祢
凸

，
六
十
八

，

桑

原

万

自

費

ド

女

去

年

十

二
月
十
日
死

沼

臣

鷹

麻

B
戸

ロ

ユ

沼

臣

乙

麻

呂

戸

口

戸

f

J

年
五
十
八

/
ケ

切

合

部

昨

万

自

費

丁
女
去

年
十
二
月
十
八
日
花

、

榊

五

服

部

波

加

麻

制

去

年

九

月

十

九

日

死

/

残
疾

秦

祢

奈

江高

沼志

臣公

黒秋

麻麻

呂呂
年年

正→+正門
丁八丁目

去
今
年伊

去士示
主士ユ ー- 1=1" 

十 f比
月日 f
十:.._ /ペトJ
日
死

戸

主江

茜..~ 沼

部， 臣

馬小

甘志

戸鹿

口麻

呂
中年

男-++

釈文16り文J?

-169-ー
( 2 ) 

図1



。 3 : 4 1伽 n

国2 16 号 ;O~ 定例l凶

〔左文字を反転させた凶〕

-168-
( 3 ) 

一可----

o 

為f

cコ

7 -

o 



円 円 口 円 円 多 ゴロコ 生
治 治 弥、 剖l

H 麻
比 出対部l 候 手
市l 口口 円 古虫 虫
門

女

民 女 女 !J: 年
同 ifミ iド 年 陸

口品 生存 開 治 民~~ U 拾 門柴 伶 玖 拾
nt: 給 柴 拾 拐IJ

門拾 陸 長在

殴
目、

日 ~ IL ι tr dSr ， :lci正 番
tr tr tr 自 身女

後 」

m 
子

二
段
書
き
お
よ
び

ニ
行
割
蓄
は
、
京
進
文
舎
の
記
載
様
式
で
は
な
く
、
地
方
官

街
に
と
ど
め
置
く
公
文
に
特
徴
的
な
、
実
用
的
な
記
載
様
式
と
い
え
る
。
さ
ら
に

本
帳
簿
に
は
、
墨
抹
消
や
選
と
朱
に
よ
る
閤
点

(
O印
)
と

「
×
」
印
が
付
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
も
、
本
帳
簿
は
上
申
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
秩
田
域
内

で
実
際
に
事
務
処
理
に
拝附
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

死
亡
年
月
日
を
記
す
現
存
の
帳
併
と
し
て
は
、
正
介
院
文
古
て
点
が
あ
る
。

。
天
平
九
年

(
じ
三
じ
)
の
河
内
同
大
税
負
死
亡
人
帳

(天
理
図

A
館
蔵
)

O
天
平
十

一
年
(
七
一て
九
)
の
備
中
同
大
税
負
死
亡
人
帳

(正
倉
院
政
)

河
内
閣
大
税
負
死
亡
人
帳

p p 
主 主
海伊
求z我
養占臣
麻c入

目鹿
p p 

物
部
万
良
年
隆

拾
壱

民
首
髪
長
売
年
伍
拾
玖

税

障

拾

東
軍
大
平
九
年
六
月
十
日

税
参
拾
陸
束
死
天
平
九
年
七
月
十
日

戸
主
牛
鹿
部
県
戸
日
下
部
姉
女
年
伍
拾
路

税

参

拾

束
死
天
平
九
年
八
月
十
日

同
戸
澗
人
案
作
売
年
弐
拾

戸
主
点
持
述
飽
麻
円
年
伍
拾
弐

戸
主
酒
人
長
麻
円
年
伍
姶
弐

戸
主
日
下
部
土
門
師
首
麻
呂一
戸

目
下
部
牟
良
向
年
離
拾
玖

税

参

拾

束
死
天
平
九
年
八
月
十
?
九
日

税

路

拾

東
川
山
内
肝
似
合
三
月
十
日

税
参
姶
陸
束
勾品川開

mg一
月
十
日

税

参

拾

陸

束
整
会
'
九
年
九
月
五

u

(国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
『
正
倉
院
文
書
拾
遺
』

一
九
九
二
年

よ
り
)
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こ
の
二
点
の
帳
簿
は
、
公
出
挙
稲
(
大
税
)
を
負
っ
た
ま
ま
死
去
し
た
人
々
の

歴
名
簿
で
あ
り
、
天
平
九
年
、
天
平
十

一
年
分
(
正
月
1
十
二
月
)
を
そ
れ
ぞ
れ

簿
で
あ
る
。

記
載
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
公
出
挙
稲
を
負
っ
た
ま
ま
死
亡
し
た
人
の
み
の
名

今
回
の
帳
簿
は
、
去
年
七
月
か
ら
今
年
六
月
ま
で
の

一
年
間
の
死
亡
し
た
人
を

代
川
き
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

『延
拝
式
』

(主
計
下
)
勘
大
帳
条
に

「
死
亡
帳
」
の
名
が
み
え
、
ま
た

司
政
事

要
略
』
巻
五
卜
む

(交
替
雑
事
ト
じ

・
雑
公
文
事
上
)
の
雑
公
文
事
に
は
大
帳
枝

文
と
し
て
、
数
多
く
の
帳
簿
頬
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、



私
案
大
帳
枝
文

目
録
帳

郷
戸
帳

中
男
帳

浮
浪
人
帳

老
丁
帳

疲
疾
帳

赴
亡
帳

皐
生
帳

死
亡
帳

遭
喪
帳

祢
宜
祝
帳

残
疾
帳

そ
の
中
に
、

「
死
亡
帳
」
が
存
在
し
て
い
る
。

な
お
、
上
段
に
横
墨
界
線
を
認
め
ら
れ
る
が
、
下
段
に
は
確
認
で
き
な
い
。

隠
首
帳

雑
色
人
帳

高
年
帳

紳
戸
帳

中
男
残
帳

多
男
父
帳

老
残
帳

陵
子
帳

示
し
て
い
る
。

の
四
本
の
横
界
線
は
四
本
が
本
帳
簿
の
回
目
頭
に
集
計
部
分
を
有
し
て
い
る
こ
と
を

死
亡
帳
簿
と
さ
れ
る
も
の
は
、
長
岡
京
跡
第
三
四

一
次
調
査
で
漆
紙
文
書

「
延

一
部
し
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
い

(註
3
)
。

麿
九
年
死
亡
人
帳
」
が
出
土
し
て
い
る
が
、
数
片
の
断
片
で
、
死
亡
年
月
日
な
ど

〈
二
)
記
載
内
容

本
帳
簿
に
記
載
さ
れ
た
内
容
を
整
理
す
る
と
、
表
ー
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

( 

一一一、h・'
ウ
ジ
名
の
分
布

-
高
志
公

高
志
公
は
、
越
H
H
高
志

l
古
志
と
い
う
地
域
名
+
公
で
あ
り
、
左
の
よ
う
な
分

布
例
が
知
ら
れ
て
い
る
。

O
西
大
寺
流
記
資
財
帳
(
八
世
紀
後
半
)

「
頚
城
郡
大
領
高
志
公
船
長
」

O
新
潟
県
三
島
郡
和
島
村
八
幡
林
遺
跡
第

一
号
木
簡

(
八
世
紀
前
半
)

五
八
五
×

一二
四
×
五

?・

、ー

戸

十
六
号
文
占
記
載
内
容P 

表戸
主

戸
主
高
志
公
口

l
l

一戸主
江
沼
臣

戸
主
江
沼
臣

一戸士エ
I
ll

l
部
諸
公

茜
邸

主

林
逮
爽
刀

ー
口
公
広
野
発

砲

需

祢

奈

|

|

|

小
長
谷
都

潟
志
公

桑
原

潟
志
公

帽
嶋
麻
呂

江
沼
医

乙
麻
呂

』
乱
沼
箆

緩
合
都
咋
刀
自
発

馬
甘

Rfl 
節

又

は
ロ
都
品
限
公

i
i口
側
売

又
一は
I
l
l
l
wH烈
売

又
一は

郁
夫
良
売

砕
仲
盆
良

i
l
i

万
自
由
冗

品
帆
麻
呂

回帰
麻
呂

小
宮
山
鹿
麻
呂

波
加
出
榊

ロ

年

齢

附

年
飾
区

分~ II I 年

初

中
女

年小
子

年

団
老
女

片時・

4

正
丁
ロ

年

お
正
す
年

幻

中
男
年

日

丁
女
年

必

曲
四
疾

年

位
正
丁

年

応

了

女

;

死

亡

去
年
十

一
月
十
日
死

去
年
十
二
月
十
日
死

去
年
十
二
月
十
日
死

去
年
十
二
月
十
八
日
死

去
年
九
月
十
九
日
死

今
年
六
月
十
三
日
死

口
口
口
日
死

去玉告

月

円
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青
海
郷
事
少
丁
高
志
君
大
虫
右
人
其
正
身
率
門

U

「
虫
大
郡
向
参
朔
告
司
四
都
申
一
賜
罰
事
行
総
鶏
語
版
畑

mu
u

和
島
村
八
幡
林
遺
跡
は
古
代
の
越
後
国
古
志
郡
の
中
心
地
で
あ
る
。
結
局
の
と

「
高
志
公
」
は
、
古
代
の
越
後
国
頚
城
郡

・
古
志
郡
な
ど
、
越
後
国
南
部

「
郡
司
符

こ
ろ
、

に
分
布
し
た
ウ
ジ
名
と
い
え
る
。

-
江
沼
臣

「江
沼
臣
」
は
加
賀
国
江
沼
郡
(
弘
仁
十
四
年

〈
八
一
一
三
〉
二
月
三
日
太
政
官
奏

に
お
い
て
、
越
前
園
江
沼

・
加
賀
ニ
郡
を
割
い
て
加
賀
園
を
建
位
し
た
)
を
本
拠

と
す
る
ウ
ジ
名
で
あ
る
。

O
天
平
三
年
(
七
三

ご

越
前
国
正
税
帳

「江
沼
郡
主
政
江
沼
臣
大
海
」

「
江
沼
郡
主
帳
江
沼
臣
入
鹿
」

O
天
平
五
年
(
七
一
二
三
)
越
前
国
郡
稲
帳

「
江
沼
郡
大
領
江
沼
臣
武
良
士
」

O
天
平
十
二
年
(
七
四

O
)
越
前
回
山
背
郷
計
帳

「
江
沼
郡
山
背
郷
郷
長
江
沼
臣
族
忍
人
」

-
小
長
谷
部

「小
長
谷
部
」
の
分
布
は
、
越
中
二
例
、
信
濃
二
例
、

甲
斐
ニ
例
、
遠
江
、
上
野
、
下
総
な
ど
、
東
国
に
集
中
し
て
い
る
。
秩
回
城
外
郭

現
存
史
料
に
よ
れ
ば
、

東
門
跡
第
五
四
次
調
査
出
土
木
簡
に
は
、
十
六
号

「小
長
谷
部
マ
犬
万
呂
」
、
十

七
号

「小
長
谷
大
町
」
の
二
例
が
知
ら
れ
る
。

以
上
の
ウ
ジ
名
分
布

(註
4
)
を
み
て
も
、

「高
志
公
」

「江
沼
臣
」
の
よ
う

に
、
北
陸
道
地
域
か
ら
の
出
羽
同
内
へ
移
住
を
明
確
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
秋
田
城
第
五
四
次
調
査
出
土
木
簡
の
な
か
に
、

六
十
四
号

「
<
三
国
待
万
目
調
米
五
×

ーー園、

< 

三
月
九
日

× 

と
あ
り
、

「三
国
」
は

「
三
国
坂
井
鯨
」

で
知
ら
れ
る
よ
う
花
、

(上
宮
記
逸
文
)

越
前
国
坂
井
郡
に
は
、

「
三
国
其
人
」
の
存
在
が
き
わ
だ
っ
て
い
る
。
こ
の
「

国
浄
万
呂
」
も
国
郡
郷
名
を
伴
わ
な
い
調
米
の
付
札
に
記
さ
れ
た
宍
進
者
名
で
あ

る
の
で
、
北
陸
地
方
か
ら
移
り
出
羽
国
内
に
在
住
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
越
前

・
越
後
両
国
か
ら
の
出
羽
国
へ
の
移
住
に
つ
い
て
は
、
史
料
上
、

和
銅
五
年

(
七
一
一
ニ
)
の
出
羽
田
建
置
ま
も
な
い
時
期
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
み

え
る
の
み
で
あ
る
。

『
続
日
本
紀
』

和
銅
七
年
(
七

一
四
)
十
月
丙
辰
条

勅
割
ニ
尾
張
。
上
野
。
信
濃
。
越
後
等
国
民
二
百
戸
一
。

配
ニ
出
羽
柵
戸
一。

『
続
日
本
紀
』
霊
亀
二
年
九
月
乙
未
条
(
同
三
年
二
月
丁
酉
条
重
複
か
)

-165ー
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(
前
略
)
因
以
ニ
陸
奥
国
置
賜
最
上
ニ
郡
。
及
信
濃
。
上
野
。
越
前
。
越
後
四

国
百
姓
各
百
戸
一。

隷
ニ
出
羽
国
一驚
。

こ
れ
ら
一
連
の
記
事
以
降
、
史
料
上
に
は
全
く
み
え
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
、

そ
の
後
、
越
前
(
加
賀
)

-
越
後
な
ど
北
陸
道
諸
国
か
ら
の
出
羽
国
へ
の
移
住
は

小
規
模
な
が
ら
継
続
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
死
亡
帳
は
お
そ
ら
く
秋
田
城
の
支
配
領
域

(秋
田
平
野
を
中
心
と
す
る
秋

田
部
戚
ほ
か
)
の
民
に
つ
い
て
記
載
し
た
も
の
で
、
こ
の
帳
簿
を
浄
日
し
た
の
ち
、

当
時
の
出
羽
両
府

(庄
内
平
野
)
に
提
出
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
死
亡
帳
は
大
帳
の

技
文
で
あ
る
の
で
、
本
来
は
大
帳
使
が
都
に
遣
わ
さ
れ
る
が
、

『
額
楽
三
代
格
』

嘉
祥
二
年

〈
八
四
九
〉
間
十
二
月
二
十
六
日
の
太
政
官
符
に
よ
れ
ば
、
出
羽
国
の



場
合
、
朝
集
使
に
大
帳
を
付
し
て
九
月
末
固
ま
で
に
京
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

死
亡
帳
は
、

造
籍
と
造
籍
の
間
に
毎
年
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
帳
簿

は
、
す
で
に
京
進
さ
れ
て
い
る
戸
籍
に
載
せ
ら
れ
て
い
た
人
に
つ
い
て
だ
け
そ
の

死
亡
者
名
を
提
出
す
る
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、
造
籍
後
に
生
ま
れ
た
乳
幼
児
に
つ
い

て
は
記
載
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
死
亡
帳
に
よ
れ
ば
、

戸
主
高
志
公
(
名
を
欠
く
)
の
戸
で
は

一
年
間

(去

年
八
月
1
今
年
七
月
)

に
六
人
も
死
亡
す
る
と
い
う
異
常
き
で
あ
る
。

死
亡
年
月
日
と
老
若
男
女
を
対
比
さ
せ
て
み
る
と
、
女
性
と
老
人
が
去
年
の
九

月
ご
ろ
か
ら
十
二
月
ま
で
の
聞
に
死
亡
し
、

今
年
の
六
月
ご
ろ
に
成
人
男
子
が
死

亡
し
て
い
る
。

九
世
紀
前
半
は、

日
本
古
代
史
上
で
も
ま
れ
に
み
る
天
変
地
異
の
続
い
た
時
期

で
あ
る
。

各
地
の
火
山
の
噴
火

・
大
地
震

・
異
常
気
象
と
思
わ
れ
る
長
雨
や
風
水
害
に
よ

る
凶
作
あ
り
、
さ
ら
に
は
疫
病
な
ど
に
連
続
し
て
襲
わ
れ
、
飢
鰻
が
続
発
し
た
時

期
で
あ
る
。

特
に
、
出
羽
国
で
は
八
四

O
年
以
降
、
飢
僅
に
た
び
た
び
襲
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

表

2
参
照

死
亡
帳
の
死
者
全
体
を
み
る
と
、
地
震
や
疫
病
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、

凶
作

が
続
き
去
年
九
月
の
収
穫
期
も
不
作
の
た
め
体
力
と
食
糧
の
な
い
女
性
や
老
人
が

相
次
い
で
亡
く
な
り
、
最
後
ま
で
当
時
の
税
の
負
担
者
で
あ
っ
た
成
人
男
子
が
わ

ず
か
な
食
糧
を
食
い
つ
な
い
だ
が
、

今
年
六
月
に
は
つ
い
に
死
亡
し
た
と
推
測
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

表
2

東
北
地
方
災
吉

一
覧

853 849 823 817 815 812 

仁 嘉 818 
寿 祥 弘 弘 弘 金
3 2 仁 仁 仁

14 6 3 

抱 風 飢 不 長 飢
議 水 鯵 作 雨 餓 国

答
に 疫
よ 病
る
飢
銭
続
発

850 846 843 841 837 830 829 
東

嘉 承 承 承 承 天 天
祥 和 和 和 和 長 長
3 13 10 8 4 7 6 

~t 

出 出 隠 出 陸 出 路
羽 羽 奥 羽 奥 羽 E処

出 地
羽

大 飢 飢 飢 火 大 疫
地 自筆 自筆 能 山 地 病 7ヨ
1量 E負 2建

火

-164ー
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十
七
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文
書
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文
〕
|
図
3
参
照

〔実
測
図
〕
|
図
4
参
照

〔
内
容
〕

本
文
書
の
記
載
様
式
は
、

人
名
+
年
齢
+
年
齢
区
分

を
列
記
し
て
い
る
。

残
存
す
る
部
分
の
み
で
は
、
次
の
よ
う
な
戸
の
構
成
が
想
定
で
き
る
。

戸
の
構
成
模
式
図

妻-r-弟
---- I都
39 I野
'-' I 臣

子
乙
麿

姐

弟

都
野
臣
黒
田
(
幻
)

r
;
(弟
)
都
野
臣

(
詑
)

男

(
凶
)

男

(
U
)

女
(
日
)

女
(
日
)

女
(
叩
)

あ
る
と
み
て
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
記
載
様
式

・
内
容
か
ら
判
断
す
る
な
ら
ば
、
本
文
書
は
戸
籍
の
一
部
で

平
安
期
の
戸
籍
は
、
次
の
よ
う
な
記
載
様
式
の
特
徴
が
あ
げ
ら
れ
る
(
註
5
)。

(
イ
)

各
戸
の
首
部
に
、
戸
口

の
変
動

l
損
益
の
集
計
記
載
が
行
わ
れ
る
様

式
に
な
っ
て
い
る
。

(
ロ
)

緑

(
貰
)
子

・
女

(
一
1
三
歳
)
の
記
載
が
な
く
、
少
子
・
女
も
十

歳
以
上
で
あ
り
、
は
な
は
だ
少
な
い
。

(

ハ

)

女
子
が
比
較
的
多
い
。

~町、

ー一) 

年
齢
と
年
齢
区
分
と
の
関
係
記
載
が
は
な
は
だ
し
く
混
乱
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
平
安
期
に
お
け
る
戸
籍
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
十
世
紀
初
め
の
延
喜
期

二
通
、
十
世
紀
末
の
長
徳
期
二
通
、
十

一
世
紀
初
め
の
寛
弘
期
の

一
通
を
対
象
と

し
て
い
る
。

本
戸
籍
断
簡
は
、
九
世
紀
半
ば
以
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
本

戸
籍
に
つ
い
て
、
上
記
の
平
安
期
の
戸
籍
の
特
徴
を
簡
単
に
検
討
し
て
み
た
い
。

-163ー
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ま
ず

(イ
)
の
戸
の
首
部
は
、
断
簡
ゆ
え
に
不
明
で
あ
る
。

(イ
)
の
男
女
の

割
合
は
、
男
性
五
人
、
女
性
九
人
で
あ
り
、
男
性
に
正
丁
も
二
な
い
し
三
人
含
ま

れ
て
い
る
。
( 

ー一、、J

の
年
齢
と
年
齢
区
分
と
の
記
載
に
は
混
乱
が
み
ら
れ
な
い
。

一
方
、

(
ロ
)
は
小
女
が
十
歳
以
上
で
あ
る
が
、
小
断
簡
で
あ
る
の
で
全
体
的
傾

向
と
は
い
え
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
戸
籍
断
簡
は
、
平
安
期
の
戸
籍
で
は
な
く
、
む
し
ろ
八
世

紀
代
の
戸
籍
の
特
色
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。

本
戸
籍
は
、

戸
主
弟
の
妻

「
丈
部
」

姓
を
の
ぞ
く
と
、
す
べ
て
「
都
野
臣
」
で

あ
る
。

「
都
野
」

l
「都
努
(
怒

・
能

・
濃
)」

l
「角」

で
あ
り
、
紀
臣
と
同

祖
で
、
仁
徳
朝
、
そ
の
児
の
男
嶋
足
尼
は
都
怒
国
造

(周
防
園
都
濃
郡
都
濃
郷
)

に
任
ぜ
ら
れ
た
(
国
造
本
紀
)
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
出
羽
国
関
係
史
料

F

」
キ
i
F

、
「
都
野
臣
」
は
な
く
、
初
見
史
料
と
い
え
る
。



女

者R
野

臣

真

家電

貿

-H十 十

七一~ 七
............._ 

............._ 

了 脅 正 正
女 女 丁 丁 女

女 女J 男

者E 者日 者日
野 野 野

臣 臣 臣

子 縄 神

縄 刀 麻

費 自 呂

年 費 年

十 年 十
一 十 四一一

~ 
五
............._ 

女 女

図3 17~;-文 ， t~ 釈文
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男 委 弟

主¥者B 丈 都
野 部 野 野

十日臣 議 臣 臣

欠 比 子 真

麻 資

刊し言呂 年

年 制+ /貰
十 九
ーι.
/¥ 
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却
を
実

家
郷
郵
パ

-a4す
し

多
ム
持
家
パ
支
持
丈

d

刃
都
哲
夫
恥
去
三

es梅
島
町
届
属
品
川
永
v
e
-
#
A
1
0

A
P
4
6
町
民
処
刃
匂
ム
貝
キ
ム
寸
ム

タ
郷
野

ezd処脅
J

系
中
・
・
(

A

長
官
事
延
安
/十

活
都
宮
azfawd峠

t

，'都
野
必
乏

..L 

* 
.-l~ 
AJ:" 

A> 
で量?1 

&、

3 
考
み

ー会

lOan 3 : 4 。

図4 17号文J? 実測凶

〔左文字を反転させた図〕
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十
八
号
文
書

〔
釈
文
〕

l
図
5
参
照

〔
実
測
図
〕

|
図
6
参
照

〔
内
容
〕

本
文
書
の
記
載
様
式
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
り
、
続
柄
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

現
段
階
で
は
、
本
文
書
は
計
帳
様
文
書
の
断
簡
と
み
て
お
き
た
い
。

界
線
は
折
界
で
な
く
、・
製
面
か
ら
の
へ
ラ
に
よ
る
押
界
と
判
断
さ
れ
る
(
註
6
)。

八
世
紀
の
計
帳

戸
主

n
U公
|
戸
口
合

O
O人

戸
主

ー
ー
ー

戸
口

男

O
人

去
年
計
帳
定
良
口

O
O人
女

O
人

戸
主
小
高
部
公
l
戸
口
合
四
十
七
人

今
年
計
帳
見
定
良
大
小
久
む
人

l
l
U不
課

不
課
口

O
O人

男

O
人

女

O
人

課
口

O
人

O
人
ム
δ
O人
A
A

O
人
A
A
O人
ム
Aω

見
輸

O
人

l:::. 
ム

課
戸
主

年

O
O

ム
ム

。
印
は
数
字

ム
印
は
年
齢
区
分

残
存
す
る
部
分
で
は
、
次
の
よ
う
な
戸
の
構
成
が
想
定
で
き
る
。

計
帳
の
模
式
図

妹

(

位

)

妹
(
幻
)

一寸

固
ー

男

(

ー

女

(
お
)

1
女

(
M
)

ー

女

(
幻
)

-160-
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「和
太
八
ム
」
は
、
現
地
名
+
公
(
君
)
姓
で
あ
り
、
こ
の
記
載
の
し
か
た
は
蝦

夷
が
律
令
国
家
に
服
属
し
た
時
の
ウ
ジ
名
と
さ
れ
て
い
る
。

「和
太
公
」
の
「
和
太
」
と
い
う
地
名
は
、
現
在
、
秋
田
城
の
南
東
、
河
辺
郡

「和
田
」
の
地
名
は
、

『日
本
歴
史

地
名
大
系
』
(
平
凡
社
)

河
辺
町
和
田
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

に
よ
れ
ば
、
天
正
十
九
年

二

五
九
二

の
出
羽
国
秋
田

「
弐
百
四
拾
弐
石
四
斗
八
升
弐
合

郡
御
蔵
入
目
録
写

(
秋
田
家
文
書
)
に
、

)11 
村

鮎

わ
た
村
」
と
あ
り
、
中
世
末
に
は
村
と
し
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
る
。



コ

城

公

万

自

費

年

〔忠
酌
合
手
1
1口

和

太

公

真

夜

寅

年

玲

和
太
公
{
¥
「
l
資

年

特

四

月
、

υ
¥寅
年

特

三

和

太

戸

口

口

口

万

自

寅

年

州

ゆ

る

?
?
真
万
寅

Z
七

戸
主

小
高
野
市
小

三

手

継

戸

口

合

四

十

不課。

図5 18号文{!J 釈文

1~ 1. 8~ 1← 1. 8-.?1<- 2.1 →1←1.8-.?1 

噂掬・

ト
)
内

L

F
同
M

唱

i

3 : 4 

〔縦界線は押線〕凶6 18号文，1:: ~ðllJ図



「小
高
野
公
」
の

「小
高
野
」
と
い
う
地
名
は
、
現
在
、
河
辺
町
砂
和
国
"
の
す

ぐ
西
に
隣
接
し
て
い
る
北
野
田
高
屋
字
小
高
付
近
に
比
定
さ
れ
る
。

『角
川
日
本

地
名
大
辞
典
』
(
角
川
書
庖
)

に
よ
れ
ば
、
天
正
十
九
年
(
一
五
九

二

正

月
吉
日

豊
臣
秀
吉
が
秩
田
実
季
の
当
知
行
を
安
堵
し
た
朱
印
状
写
に
賀
川
村
と
併
記
し
て

「お
た
か
村
」
七
十
七
石
余
と
あ
る
の
が
初
見
と
さ
れ
て
い
る

(秋
田
家
文
書
)。

和
田

・
小
高
両
地
域
付
近
の
蝦
夷
が
国
家
側
に
服
属
し
た
時
に
計
帳
に
登
載
さ

れ
、
そ
の
計
帳
は
課
税
等
の
基
本
台
帳
と
し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
小
高
野
公

三
手
継
の
戸
の
構
成
員
が
合
わ
せ
て

「
四
十
七
人
」
と
い
う
数
値
は
、
蝦
夷
の
現

地
支
配
が
大
き
な
単
位
で
掌
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
貴
重
な
史
料
と
し
て
注

日
し
て
お
き
た
い
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
計
帳
を
「
必
伴
帳
」
お
よ
び

「
倖
囚
計
帳
」
に
頬
似
し

た
も
の
と
み
な
し
た
場
合
は
、
こ
れ
ま
で
、
次
の
よ
う
な
史
料
か
ら
、
そ
の
帳
簿

の
存
在
は
知
ら
れ
て
い
た
が
、
実
例
と
し
て
は
初
見
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。『日

本
後
紀
』
弘
仁
二
年
(
八
一
一
)
三
月
十

一
日
条

始
令
下ニ
諸
国
一進
中
倖
囚
計
帳
上。

『
延
喜
式
』
(
主
計
式
帳
除
条
)

凡
大
帳
六
年

一
除
。
調
府
死
亡
。
伴
因
。
隠
首
。
季
帳
及
諸
司
返
上
等
帳
者
。

三
年
一
除
。
雑
任
帳

一
年

一
除
。

『
延
菩
式
』

(主
税
式
勘
税
帳
条
)

凡
勘
ニ
税
帳
-者
。
先
械
工
去
年
帳
・。

助
1
会
今
年
帳
a

。
次
計
寸
会
出
挙
。

祖
地
子
。
駅
伝
馬
。
池
榔
。
救
急
。
公
跡
。
必
倖
。
在
路
飢
病
。
及
企
附
等

帳
-。

(後
略
)

秋mYJ遺跡地図中央版illfjJ] alr t~i~分より

-158ー
(13) 
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十
九
号
文
書

〔釈
文
〕

〈表
(
お
も
て
)
面
〉

×
五
石

伴
子
福
入
手
×

×
口
手
四
石

下
毛
野
公
遠
守
手
×

後
色
ニ
×

〈
衷
面
〉

未
調
査
の
た
め
に
釈
文
を
略
す

〔内
容
〕

本
文
書
の
記
載
様
式
は
、

人
名
+
「
手
」
+
数
量

を
列
記
し
て
い
る
。

「手
」
は
、
主
と
し
て
、
手
工
業
生
産
に
携
わ
る
技
術
者
を

指
し
て
い
る
。
次
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
例
が
知
ら
れ
て
い
る
。

織
手

『
令
集
解
』
職
員
令
織
部
司
条
古
記
所
引
別
記

鋳
手

『
類
袈
三
代
格
』
承
和
四
年
四
月

一
日
官
符
な
ど

作
器
手

『類
来
三
代
格
』
弘
仁
六
年
八
月
七
日
官
符

写

手

・
装
部
手

・
造
紙
手

・
造
準
手

・
造
盛
手

職
員
令
図
嘗
寮
条

太
政
官
符

図
苫
寮

元
h

ハ

人

え

八

人

今
令
。
比

二.
人

〈

，

a
五
人

右
、
右
大
臣
宜
。
奉
ν
勅
。
年
料
造
紙
。
其
数
不
レ
多
。
所
レ
有
紙
手
既
無
二
食

造
鑑
手

造
紙
手

料
一。
文
年
中
造
筆
無
レ
有
一一
定
数
一。
依
一一
臨
時
宣
・。

造
備
供
奉
。
准
ニ
量
所

用
一。

造
手
有
レ
余
。
並
従
ニ
滅
省
一。

大
岡
三
年
二
月
十
六
日

三
人
の
数
量
が
五
石
、
四
石
、

一ニ
石
と
膨
大
で
あ
り
、
し
か
も
端
数
を
伴
わ
な

い
な
ど
の
点
か
ら
判
断
す
る
と
、
主
食
料
の
給
米
な
ど
の
可
能
性
は
少
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
こ
で
、
そ
の
可
能
性
を
次
の
よ
う
に
推
測
し
て
お
き
た
い
。

長
屋
王
家
木
簡
に
は
酒
の
醸
造
に
関
す
る
木
簡
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
五

石
以
上
の
磁
を

「
大
阪
」
、
四
石

一
千
八
升
の
磁
を

「次
蔵
」
、
二
有
四
斗
五
升

の
販
を

「
小
限
」
と
呼
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る

(註
7
)。
こ
れ
ら
の
数
値
は
、
各

器
の
受
品
を
表
し
て
い
る
の
で
端
数
が
生
ず
る
の
で
あ
ろ
う
。

「大
倭
国
正
税
帳
」

(
天
平
二
年
八
七
三

O
〉
)
に
よ
れ
ば
、

「酒
漆
拾
楚
々
別
五
削
」
と
あ
る
よ
う

-157-
(14) 

に
、
楚

(蔵
)
は
い
わ
ゆ
る
五
餅

(
石
)
入
り
の
饗
の
意
味
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
以
上
の
史
料
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、

五
石
の
「
大
蔵
」
、
四
石

「
次
巌
」

、
三

石
「
小
頭
」

と
理
解
し
、
お
そ
ら
く
は
造
酒
手
の
酒
の
醸
造
の
割
り
当
て

・
作
業

盆
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

本
文
留
に
は
年
紀
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、

「伴
子
福
人
」
は
、
弘
仁
十
四

年
(
八
二
三
)
淳
和
天
皇
の
誇
大
作
を
避
け
て
、
大
伴
氏
は
伴
に
改
め
て
い
る
こ

と
か
ら
、
本
文
岱
は
、
弘
仁
卜
四
年

(
八
二
三
)
以
降
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
共
伴
の
年
紀
を
有
す
る
文
作

(後
掲
)
に
み
え
る
嘉
祥
一一
、
三
年

(
八

四
九
、
八
五

O
)
と
矛
盾
し
な
い
。



ニ
ト
号
文

3

〔釈
文
〕

進

上

解

件

如

以

点
祥
二
年
六
月
サ

三
日

助
丈
部

三主

奪
三
日
常
二
日
均
仁
川
九
一

ャヘ

h
川
J

れ

% 

本
文
科
は
解
文
の
作
止
部
分
で
あ
る
。
茄
祥
二
年
は
八
四
九
年
。

日
下
の
職
名
と
し
て

「助
」
が
注
目
さ
れ
る
。
職
員
令
に
よ
れ
ば
、
中
央
官
制

の
寮
の
四
等
官
は
、
頭
(
カ
ミ
)

-
助
(
ス
ケ
)

-
允
(
ジ
ョ
ウ
)

-
属
(
サ
カ

ソ
)
で
あ
り
、
司
の
場
合
は
次
官

(
ス
ケ
)
を
位
か
な
い
の
で
、
正

(
カ
ミ
)

佑

〈ジ
ョ
ウ
)

-
令
史

(
サ
カ
ソ
)
で
あ
る
。
地
万
官
司
で
は
、
大
宰
府
の
場
合
、

防
人
司
が
正

(
カ
ミ
)

-
佑

(ジ
ョ
ウ
)

-
令
史

(
サ
カ
ン
)
と
さ
れ
て
お
り
、

中
央
の
司
に
相
当
し
て
い
る
。

秋
田
城
跡
で
は
、
外
邦
東
門
跡
第
五
内
次
調
査
出
土
木
簡
に
そ
の
官
制
を
伝
え

る
ニ
点
の
木
簡
が
合
ま
れ
て
い
る
。
三
ド
内
一
の
木
簡
の
年
代
は
、
共
伴
す
る
年
紀
を

有
す
る
木
簡
に
よ
れ
ば
、

延
歴
十
年

(七
九

こ

か
ら
同
十
内
年

(七
九
五
)
の

間
ご
ろ
と
考
え
ら
れ
る
。

一一
ト
八
号
木
簡

(じ
一ニ)

×
三
五
×

一二

O
一
九

「主
糠
返
抄

× 

ロ

× 

大
宰
府
の
官
司

「
主
神
」

「主
船
」

「
主
厨
」
な
ど
に
比
す
る
べ
き

「主
糎
」

(か
て
の
つ
か
さ
)
の
存
在
を
示
す
。

九
十
七
号
木
簡

(二
八
O
)

O
六
六

×

{七
)
× 
阻

-
×
口
口
佑
申
口
口
口
口
口
請
口
口
不
口
口
×

・
×
口
口
口
巳
門
川
川
ハ
ハ

ハ
川
川
ハ
U
×

「佑
」
は
、
先
に
み
た
よ
う
に
地
方
官
司
で
は
、
大
宰
府
の
防
人
司
が
正

・
佑

・

令
史
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

「
佑
」
に
相
当
す
る
。
さ
ら
に
外
郭
南
門
跡
丙

側
第
十
七
次
調
査
出
土
墨
書
土
器
(
須
恵
器
台
杯
へ
ラ
切
り

・
九
世
紀
前
半
)
二

点
に

「允
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
墨
書
土
器

「
允
」
は
、
中
央
官
制
の
寮
の
四
等

↑
)
 

E
J
 

5
1
 

官

「允
」

(ジ
ョ
ウ
)
に
相
当
し
よ
う
。

以
上
か
ら
、

「佑
」
は
防
人
司
の
佑

(ジ
ョ
ウ
)
、

「允
」
は
中
央
官
制
の
寮

の
四
等
官
の
允

(
ジ
ョ
ウ
)
に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。

本
漆
紙
文
書
の
職
名

「助
」
は
、
墨
書
土
器

「
允」

と
と
も
に
、

中
央
官
制
の

寮
の
四
等
官
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
二
十
八
号
木
簡
の

「
主
板
」
の
存

在
は
、
中
央
官
制
で
い
え
ば
、
宮
内
省
の
主
殿
技
、
地
方
官
制
で
は
、
大
宰
府
の

主
船

(ふ
ね
の
つ
か
さ
)
、
主
厨

〈く
り
や
の
つ
か
さ
)
な
ど
と
の
類
似
を
想
起

さ
せ
る
。
九
十
七
号
木
簡

「佑
」
は
防
人
司
の
佑
に
相
当
す
る
こ
と
も
併
せ
考
え

る
と
、
秋
田
城
に
は
、
大
宰
府
に
頬
似
し
た
官
制
を
有
し
、
中
央
官
制
で
い
え
ば
、

W
M
ま
た
は
司
相
当
の
も
の
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら

一
連
の
秩
田
城
の
官
制
に
関
す
る
出
土
文
字
資
料
は
、
城
制

下
の
官
制
の
実
態
を
伝
え
る
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
え
る
。
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二
十

一
号
文
書

嘉
祥
三
年
三
月
十
日

ゑ
多
少
イ
士
一
見
% 
文字突組.1)図

〔左文字を反転させた図〕

徳

一
未
状
門
ハ
ハ
ハ
ロ
麿
申
状

24号文m図10

前
虞
麿
申
云
口
口

ニ
十
五
号
文
書

嘉
祥
三
年
は
八
五

O
年。

〔
釈
文
〕

二
十
二
号
文
書

「
使
書
生

〔釈
文〕

h 
U 

(

嘉

)

(

月

)

a
「

祥
三
年
七

」

b

「
十

一
日」

死
亡
帳

・
戸
籍

・
計
帳
の
年
代

-154ー
(17) 

c
「
望
申
」

d

「
口
口
口
」

こ
れ
ら
年
紀
を
記
す
解
文
は
、

一
般
的
に
長
期
間
に
わ
た
り
保
管
す
る
こ
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。

一
方
、
解
文
と
共
伴
し
て
い
る
戸
籍

・
計
帳

・
死
亡
帳
の
三
点

二
十
三
号
文
書

の
帳
簿
は
、
そ
の
記
載
様
式
か
ら
み
て
、
次
の
よ
う
に
そ
の
保
存
期
間
を
想
定
す

〔
釈
文
〕

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

「嘉
祥
」

計
帳
に
つ
い
て
は
、
秋
田
城
漆
紙
文
書
第
九
号
文
書
に
よ
れ
ば
、
天
平
六
年

(
七
三
四
)
計
帳
が
、
紙
背
を
天
平
宝
字
三
年
(
七
五
九
)
具
注
麿
と
し
て
利
用

二
十
四
号
文
書

さ
れ
て
い
る
例
か
ち
す
れ
ば
、
二
十
五
年
間
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
て

〔
釈
文
〕

い
る
。
た
だ
し
、
本
計
帳
を
「
夷
停
計
帳
」

(
倖
囚
計
帳
)
と
み
な
す
場
合
は
、

「天
長
九
年
十
一
月
」

死
亡
帳
と
同
様
に
『
延
喜
式
』

(
主
計
式
帳
除
条
)

に
京
進
さ
れ
た

「夷
倖
帳
」

天
長
九
年
は
八
三
二
年。

「倖
囚
帳
」
は

「三
年

一
除
」
と
さ
れ
て
い
る
。
戸
籍
は
、
周
知
の
と
お
り
五
比

三
十
年
間
の
保
管
を
原
則
と
し
て
い
る
。



一
方
、
死
亡
帳
は
、

「延
喜
式
」

(主
計
式
帳
除
条
)
に
よ
れ
ば
、
京
進
さ
れ

た
死
亡
帳
は
倖
囚
帳
と
同
様
に
「
三
年
一
除
」
と
さ
れ
て
い
る
。
本
死
亡
帳
は
、

あ
く
ま
で
も
秋
田
城
に
と
ど
め
置
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
様
々
な
書
き
込
み
と
二

段
害
き
の
記
載
様
式
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
保
存
期
間
を
長
期
に
想
定
す
る
必
要
は

な
い
。
そ
の
点
で
は
、
本
戸
籍
は
断
簡
な
が
ら
、

一
切
書
き
込
み
な
ど
が
確
認
で

き
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
本
戸
籍
は
こ
の
時
期
の
秋
田
城
は
国
府
は
存
在
し
な
い
が
、

応
国
府
相
当
機
関
と
み
な
す
と
年
紀
を
布
す
る
解
文
の
年
代
で
あ
る
嘉
祥
二
1
三

年
(
八
四
九
i
八
五
O
)
か
ら
五
比
三
十
年
ほ
ど
前
を
原
則
的
に
は
想
定
で
き
る
。

死
亡
帳
お
よ
び
計
帳
は
嘉
作
二
i
一ニ
年
に
か
な
り
近
い
時
期
を
想
定
で
き
る
で
あ

ろ
う
。

末
筆
な
が
ら
資
料
整
理
お
よ
び
解
説
に
あ
た
り
御
助
力
を
い
た
だ
い
た
日
本
学

術
振
興
会
特
別
研
究
員
三
上
喜
孝

・
専
修
大
学
大
学
院
生
小
塚
裕
姫
子
両
氏
に
対

し
て
深
く
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

註
註

1

拙
稿

「
秋
田
城
跡
第
二
号

・
第
三
号
漆
紙
文
書
に
つ
い
て
」

調
査
事
務
所

『
秋
田
成
出
土
文
字
資
料
I
』
一
九
八
四
年
。

(秋
田
城
跡

註

2

財
団
法
人
茨
城
県
教
育
財
問
『
茨
城
県
教
育
財
団
文
化
財
調
査
報
告
第

註
3

O
集
|
鹿
の
チ
C
遺
跡
漆
紙
文
』
|
本
文
編
|』

長
岡
京
跡
山
上
漆
紙
文

3
「
死
亡
人
帳
」
の
釈
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る

一
九
八
三
年
。

((
財
)向
口
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ソ
タ
l
・
向
日
市
教
育
委
員
会

一
九
九

七
年
八
月
卜
三
日
記
省
発
表
資
料
に
よ
る
)
。

釈
文

漆
紙
文
書
A

(
l
)
 ×
口
延
暦
九
年
六
月
三
日
死

〔
六
ヵ
〕

口
月
七
日
死

× 

口

延
暦
九
年
口
月
七
日
死

(2
)
 ×
口
ぃ
ハ
月
じ
×

(3
)
延
謄
九
年
六
月
口
×

(
4
)
 
口口
口口
口
口
口
篤
女

延

暦
九
年
× 

-153-
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〔
八
ヵ
〕

×
口
年
六
月
口
日
死

(5
)
 (
錨
)
聾

〔本
写
〕
円

υ

漆
紙
文
哲
B

〔
威
力〕

部
口
×

口
口

(
1
)
 
戸
主
ロ

(2
)
 

口
口



註

4
註
5

註

6
註
7

茜
部
の
例
は
こ
れ
ま
で
の
史
料
に
は
み
え
な
か
っ
た
が
、
近
年
、

二
条
大

路
木
簡
の
な
か
に
次
の
よ
う
な
例
が
新
た
に
確
認
さ
れ
て
い
る
(
早
稲
田

大
学
・
大
学
院
生
亀
谷
弘
明
氏
の
教
示
に
よ
る
)
。

。
伊
豆
園
田
方
郡
棄
妾
郷
瀬
埼
里
戸
主
茜
部
真
弓
調
荒
堅
魚
十
一
斤
十
両

「
六
連

一
丸
」

三
三
五
×

三
二

×
五

o
== 

(
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
ニ
ニ

・
二
五
)

。
伊
豆
園
田
方
郡
棄
妾
郡
瀬
埼
里
茜
部
立
麻
巴
調
荒
門

二

八
三
)
×
二
五
×
五

O
三
九

(
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
二
四
・
二
四
下
)

宮
本
救

コ戸
籍

・
計
帳
」

(
『
古
代
の
日
本
9

研
究
資
料
』
角
川
害
届

一
九
七
一
年
)
。

紙
背
文
書
が
確
認
で
き
ず
、
計
帳
の
歴
名
記
載
が
界
線
に
沿
っ
て
お
り
、

-152-
(19) 

特
に
二
・
一
叩
幅
の
と
こ
ろ
に
二
行
が
お
さ
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
併
わ
せ

て
考
え
る
と
本
計
帳
に
伴
な
う
界
線
と
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

巽
淳
一
郎

「奈
良
時
代
の
藤

・
聴

・
正

・
由
加
」

(
奈
良
国
立
文
化
財
研

究
所
『
文
化
財
論
叢
』

H

一
九
九
五
年
)
。



16号文書裏焼き写真(赤外線テレビカメラ)

↑
υ
 



17号文書裏焼き写
真(赤外線テレビ

カメラ)
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18号文書写真(赤外線テレビカメラ)

19号文書写真(赤外線テレビカメラ)



20号文書裏焼き写真(赤外線テレ
ビカメラ)

21号文書写真(赤外線テレビカメラ
)
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(表側)
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22号文，IF写真
(赤外線テレビカメラ)

24号文，J}衷焼き写真
(赤外線テレビカメラ)

25号文}}写真
(赤外線テレビカメラ)


